
後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進③

諸外国の例にならい、個々の処方薬※ごとに、後発医薬品への変更の可否を明示する
よう処方せん様式を見直す。

処方せん様式の変更

※ これまでは、処方薬全体で変更の可否を明示。

【新たな処方せんの様式】【現行】
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ここに変更不可の印（「レ」印など）
がある場合は、ジェネリック医薬品
へ変更することができない。

諸外国の例にならい、処方せん
様式を変更※して、医師から処方
された医薬品ごとにジェネリック
医薬品への変更の可否を明示す
るようにする。

ここに変更不可の印（「レ」印など）が
無い場合は、保険薬局でジェネリック
医薬品へ変更することができる。

レ

テノーミン錠５０ｍｇ １錠

ノルバスクOD錠５ｍｇ １錠

１日１回 朝食後 ７日分

【般】 ファモチジン錠２０ｍｇ ２錠

１日２回朝食後・就寝前 ７日分

医師署名

※ この欄を追加

一般名処方の場合、保険薬局で
ジェネリック医薬品又は先発医薬
品を選択可

処方せん様式の変更
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